
あかまつ                   

 

 新緑が目に眩しく、風薫る季節となりました。先日の授業参観及びＰＴＡ総会では、お忙

しい中ご参観・ご出席いただき誠にありがとうございました。今後とも、本校の教育活動に

対するご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 さて、ＰＴＡ総会後の小学校からの説明の中で、「学校運営協議会」(PTA総会要項 P18

の資料)について触れましたが、本号で改めて説明させていただきたいと思います。 

 

 

◇コミュニティ・スクール（CS）とは、学校運営協議会を導入した学校のことで、法に 

基づいたしくみです。コミュニティ・スクールは、学校運営協議会の意見を得て、承認 

を受けて学校運営を進めます。 

◇令和６年度４月、美星小学校は美星中学校と合同で学校運営協議会を設置しました。 
 

  1小学校１中学校の学区の特色を生かし、幼小中が地域の力を活用しながら効果的に 

連携していくため、合同での設置としました。 
 

※井原市は R7年度までに、市内の小中学校すべてにおいて学校運営協議会を設置する計画です。 

 

 
  

◇保護者代表や地域の皆様が、当事者として学校運営に参画するための組織です。 
  

学校と保護者・地域が「目標やビジョン」を共有するとともに知恵を出し合い、一 

  緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え、「地域とともにある学校 づくり」を 

推進していきます。 

 

美星小教育目標「豊かな心とふるさとへの誇りをもち、たくましく生きる美星っ子の育成」 

 〇美星小・中学校運営協議会は、ひとづくりネットワーク運営協議会と連携しながら、 

 「美星を誇れる子」の育成に向けて取り組んでいきたいと考えています。 

 

◇学校運営協議会の役割には、主に次の３つがあります。 
 

 ○校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること。 

○学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること。 

○教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育委員会に意見を 

述べることができること。（教職員個人の任用について、意見を述べるものではありません。） 

 

 

 

学校便り臨時号 

令和６年５月９日発行 

美星小学校 校長室 

 



どうぞよろしく 

お願いいたします。 

(4/30(火)18:30～美星中) 

 

◇委員の任命及び自己紹介をしたのち、 

会長及び副会長を互選で選出しました。 

  会 長        さん 

  副会長        さん 

引き受けてくださり、ありがとうございます。 
 

◇学校経営計画の説明と承認 

 〇委員の方からの質問に回答するとともに、委員の方々の思いや意見も述べていただきま 

した。熱心な協議の後、学校経営計画を承認していただきました。 

 ※学校経営計画の内容につきましては、『あかまつ１号』及びＰＴＡ総会要項 P17の 

グランドデザインでご確認ください。 
 

 【小学校からは、次のことについても述べさせていただきました。】 

〇各学年、地域の方との交流を通して、自己有用感を高めながら成長してほしい。 

 〇５・６年生は、総合的な時間の学習（探究学習）の取組と、美星ふるさとまつりへの

参画をどのように結び付けていくかが課題である。 

 〇草刈り等の環境整備面で、ご支援を頂けると大変ありがたい。 

  

 
 

No 氏 名（敬称略） 所  属  等 備  考 

1  美星っ子づくり協議会長 教育委員 等 副会長 

2  美星公民館長 地域コーディネーター 等  

3  岡山県少年育成運動推進員 岡山青少年相談員 等  

4  美星地区主任児童委員 社会教育委員  

5  美星地区主任児童委員  

6  地域の有識者 会 長 

7  美星天文台次長  

8  備中西商工会青年部美星支部長  

9  阪本鶏卵代表取締役  

10  美星小学校・幼稚園 PTA会長  

11  美星中学校 PTA会長  

12  美星小学校長  

13  美星中学校長  

14  美星幼稚園長  

【事務局】 

No 氏 名 所 属 

1  美星小学校教頭 

2  美星中学校教頭 

3  美星小学校地域連携担当 

4  美星中学校地域連携担当 


